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令和２年６月  策定 

令和３年６月一部修正 
 

 

大規模盛土造成地モニタリング実施要領 

 
１．適用の範囲 

  本要領は、大規模盛土造成地（ 内及び宅造法の宅地以外の造成宅地を除

く。）のモニタリングの実施について適用する。 
 
２．モニタリングの目的   

  大規模盛土造成地については、県が実施した優先度評価等の結果を踏まえて、順

次、第二次スクリーニングを計画的に実施していくこととなるが、全国では、昨今

頻発する大規模な地震や激甚化する水災害等により造成宅地の被害が散見される

ことから、定期的に大規模盛土造成地をモニタリングすることにより、変状等の危

険性に係る情報をいち早く収集し、必要な措置を判断することを目的とする。 
  なお、第二次スクリーニングにおいて安全性が確認された大規模盛土造成地につ

いても、造成宅地の災害の防止等の観点からモニタリングを継続して行っていく。 
 
３．用語の定義 

  本要領で取り扱う用語は、以下のとおりである。 
①大規模盛土造成地 

   県が実施した第一次スクリーニングにおいて抽出した造成宅地をいう。 
なお、抽出要件は、盛土面積が 3 千㎡以上（谷埋め型）、又は、原地盤面の勾配

が 20 度以上で、かつ、高さが５ｍ以上のもの（腹付け型）をいう。 
②第一次スクリーニング 

   造成宅地に関する造成前後の地形図、空中写真等を収集し、盛土の位置、面積、

原地盤面の勾配及び盛土の高さ等から大規模盛土造成地を抽出することをいう。 
③宅地カルテ 

   大規模盛土造成地に係る第一次スクリーニングをはじめ各段階の調査結果、点

検の記録等の概要及び総評をまとめたものをいう。 
④優先度評価 

   造成年代及び変動確率の指標を整理し、現地踏査で得られた盛土及び擁壁の変

状等の結果から第二次スクリーニングの相対的な優先度を評価することをいう。 
⑤第二次スクリーニング計画 

   優先度評価の結果に加えて、保全対象の住宅数や公共施設等の数などから第二

次スクリーニングの実施に向けて優先順位を示したものをいう。 
⑥第二次スクリーニング 

   ボーリング調査等による地盤調査及び安定計算により滑動崩落のおそれがある

大規模盛土造成地を抽出することをいう。 
⑦造成宅地防災区域 

   宅地造成工事規制区域外の区域において、崖崩れ等が生ずるおそれがある又は

切迫していることが確認され、知事等が相当数の者に危害を生じるおそれが大き

いと判断して指定した区域をいう。 
⑧変状 

   宅地地盤、擁壁、のり面などに発生する形状、性状、環境の変化で目視できる
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ものをいう。具体的にはクラック、沈下、隆起、不同沈下、目地の開き、倒壊、

ハラミ等をいう。 
４．モニタリング対象項目 

  モニタリングの対象とする主な構造物等は、以下のとおりとする。 
（１）宅地地盤 

   区域内の宅地及び宅地と一体的に整備された土地 
（２）擁壁 

①練積み造擁壁 

 間知石や重量ブロックをコンクリートやモルタルを使って積み上げた擁壁 
②コンクリート造擁壁 

 鉄筋コンクリートで造られた擁壁（逆Ｔ型、逆Ｌ型、重量式など） 
③空石積み擁壁 

 石やコンクリートブロックを積み上げただけの簡易な擁壁 
④張出床版の支柱 

   擁壁に設置された張り出した床版を支えているコンクリート等の柱 
（３）盛土のり面 

   宅地造成の際にできた勾配のあるのり面及び道路等の施設を含む。 
（４）地下水 

   盛土のり面からの湧水や擁壁水抜きからの出水等、又は、その痕跡 
 
５．モニタリングの実施方法 

（１）事前準備 

   市町が実施した前年度モニタリング結果、県が作成した宅地カルテ及び現地踏

査票からあらかじめ資料内容と現状を確認し、個々の大規模盛土造成地に赴き、

モニタリング用のチェックシートの内容を確認する。また、現地踏査における変

状程度の内容に注視し、経過観察ができるポイントについてもチェックする。 
（２）土地所有者等への周知（地域住民等への周知） 

   大規模盛土造成地については、その位置や規模等をすでに公表しているが、引

き続き、安全性を確認していくものであることから、モニタリングの実施に際し

ては、第二次スクリーニング前であること、及び、定期的な経過観察を実施して

いること等を周知する。 
（３）実施体制の整備 

   大規模盛土造成地が相当数ある市町においては、円滑な実施に向けて、あらか

じめ担当者又は施設管理者をモニタリングの実施者として定めておく。 
（４）実施時期等 

   毎年度、本格的な降雨期の 6 月から順次、モニタリングを実施するとともに、

震度５弱以上の規模の大きな地震の際には、状況に応じて現地調査を実施する。 
   また、地域住民等から変状等の通報があった場合にも同様とする。 
（５）実施方法 

   モニタリングチェックシートに基づき、複数の担当者の定点観測及び近接目視

を基本に実施し、各項目の変状等の有無を確認したうえで、記載例等を参考に必

要事項を報告書に記入していく。 
   なお、変状や異常等を発見した場合には、記録写真及び詳細な状況等を記載し、

必要に応じて関係部署へ通報する。 
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（６）判定と記録 

   モニタリングはあくまで前回との観測の相違を確認するものであり、次回の実

施に向けて経過がわかるよう適切な判定及び備考等へ必要な記録を記載すると

ともに、同じ撮影ポイントの写真を撮影しておく。 
 
（７）実施フロー 

   上記の内容をフローとして参考に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．資料等 

・前年度のモニタリング結果 

 

・宅地カルテ 

 

・現地踏査票 

 

・モニタリングチェックシート 

 
・その他 

 
 
 
 

事前準備 
（前年度モニタリング結果、カルテ、現地踏査からシートの確認） 

地域住民等への周知 
（広報誌、回覧等での周知） 

実施体制整備 
（担当官及び施設担当者の設定） 

実施時期の確認 
（実施日程の設定・調整） 

現地調査 
（変状等の有無） 

判定内容の記録 
（変状等なし） 

判定内容の記録 
（緊急性の判断） 

次回への調整 
（カルテの整理） 

有 

無 

第二次スクリーニング 
（予算の確保等） 
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該当 位置(位置図No.) 内容・寸法等

亀裂(幅)

沈下(沈下量)

★隆起(隆起量)

亀裂(幅)

水平移動

不同沈下、目地の開き

★前傾、倒壊

★ハラミ

擁壁背面の水たまり

擁壁水抜き穴からの背面土砂流出

亀裂(幅)

水平移動

不同沈下、目地の開き

★前傾、倒壊

擁壁背面の水たまり

擁壁水抜き穴からの背面土砂流出

水平移動

★ハラミ

擁壁背面の水たまり

擁壁水抜き穴からの背面土砂流出

ガリ浸食跡亀裂(幅)

表面の不陸又は凹凸

亀裂(幅)

排水施設の変状

のり尻の浸食

その他 災害痕跡・根曲がり・道路変状等

盛土のり面からの湧水

擁壁水抜き穴からの恒常的な出水

ひな壇部分擁壁前面部からの出水

排水口や擁壁の恒常的な湿り

排水口の目地・亀裂からの地下浸水

盛土のり尻のため池等の満水水位

盛土上ガレージの湿り

水を好む植生の有無（コケなど）

擁壁等の
種類など

チェック箇所
前回（当初）調査状況 点検によ

る変化
聞取等に
よる変化

位置 内容等

判定

その他特記事項

備考(自由記入欄)

要第二次調査　・　再調査　・　異常なし

判定
(★の項目はわずかな変状でも危険性ありと判定)

その他特記事項

②地下水

地下水が
存在

地下水が
存在する
可能性

要第二次調査　・　再調査　・　異常なし

盛土
のり面

空石積み

コンクリート造
擁壁

練積み造
擁壁

①宅地地盤・擁壁・のり面の変状

宅地地盤

調査日時　　　【○○年○○月○○日】 前回調査日時【○○年○○月○○日】

調査場所等
盛土番号 【A○○○○】 調査員【　○○○○　・　○○○○　　　　　　】
所在地【 ○○市】 天候   【　晴れ　・　曇り　・　雨　・　その他　】

モニタリング調査点検結果票

-4-



Ｎｏ．１

※原則、前回調査で撮影したポイントについて撮影を行うこと。
※新たに変状が見られたところについては、【撮影ポイント○○】の後に（今回調査確認）と記載すること。

調査場所等
調査員【　○○○○　・　○○○○　　　　　　】
天候   【　晴れ　・　曇り　・　雨　・　その他　】

平面図 撮影ポイント①
※写真の撮影位置を示すこと。

所在地【 ○○市】
盛土番号 【A○○○○】

前回調査日時【○○年○○月○○日】
調査日時　　　【○○年○○月○○日】

撮影ポイント② 撮影ポイント③

撮影ポイント④ 撮影ポイント⑤

撮影ポイント⑥ 撮影ポイント⑦
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m m °

18,010

10.9

132.3 171.3

3.3 3.0
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8． 地盤調査箇所の選定 
これまでの各種調査により、ただちに滑動・崩落（変形）の危険度が高いと想定される箇

所は抽出されなかった。 
しかしながら、盛土材料等の詳細な情報が明らかではないなど、地震時に滑動・崩落（変

形）の危険性がないわけではなく、また、保全対象施設も有ることから、今後は盛土監視（経

過観察）結果に応じて、第二次スクリーニングを行い、地震時に滑動・崩落（変形）の恐れ

について評価していく必要があると考えられる。 
ここでは、将来的に第二次スクリーニングを実施する際の地盤調査計画方法、及び盛土監

視（経過観察）方法について以下で検討する。 
 

8.1 盛土監視計画 

(1) 観察ポイント 

対象とする盛土の安定性を維持するために、必要に応じて監視することが望ましい。

地震が発生した際の初動対応として、市職員や土地所有者が容易に確認可能な観察ポ

イントを表 8.1.1 に示す。なお、盛土のり面や盛土末端周辺は植生の状況等により観察

が困難であることが想定されるため、盛土のり肩周辺の観察に重点を置く。 

 

表 8.1.1 対象盛土観察ポイント一覧 

観察対象 観察内容 備考 

盛土のり肩周辺 

・ 道路や敷地に、想定される滑動方向と直

交～斜交する亀裂等が発生していないか

確認する。 

・ 道路や敷地に、想定される滑動方向と直

交～斜交する面的な傾きや沈下が発生し

ていないか確認する。 

必要に応じて住民等

に、建物の傾き等が

ないかヒアリングす

る。 

盛土のり面 

擁壁 

・ 盛土のり面を概観し、倒木や表層崩壊等

の変状が発生していないか確認する。 

・ 盛土のり面、または小段部分からの新た

な湧水が発生していないか確認する。 

植生繁茂しているこ

とを前提に、概観調

査にとどめる。 

盛土末端周辺 

・ 末端部に新たな湧水が発生していないか

確認する。 

・ 盛土下方の敷地や道路に、隆起や亀裂等

が発生していないか確認する。 

大地震後の地下水の

変化は重要である。 

 

参考までに、次ページに盛土監視（経過観察）のポイントを添付する。 

 

(2) 監視時期 

大規模盛土造成地は、震度 5弱以上の強い地震動で滑動・崩落する可能性を前提とし

ている。そのため、町地域防災計画において、災害対策本部の事前配備設置基準（震度

4以上）を目安に速やかに実施することが望ましい。ただし、余震や気象条件による２

次災害の危険性が懸念される場合は、その状況に応じて判断する。 

また、初動対応における監視の結果、滑動崩落の可能性を示唆するような新たな変状

や湧水が認められた場合に際して、定量的な判断が行えるよう、民間の宅地地盤の専門

-72-

9 　



8-2 

家や外部の有識者との連絡体制を構築しておくことが望ましいと考えられる。 
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8.2 地盤調査計画 

地盤調査計画では、盛土監視の結果、滑動崩落を示唆する新たな変状や湧水が発見され、

第二次スクリーニングを実施する必要がある場合に検討すべき地盤調査項目や調査位置

等を下記にとりまとめた。 
(1) 地盤調査項目 

対象箇所の盛土分布状況と締まり具合および土質工学的性質、ならびに地下水位の

変動状況を把握するために、表 8.2.1 に示す地盤調査を計画する。 

 

表 8.2.1 地盤調査項目と目的 

地盤調査項目 調査目的 調査数量 調査条件 

機械ボーリング 

（孔径 66m/m） 

盛土・地山の地質分布状況を把

握し、検討用断面を作成するた

めに必要とする。 

主測線上に 3 箇所を

基本とする。調査長

は盛土厚+3m を目安

とする。 

掘止めは、地

山3m以上の確

認を目安とす

る 

標準貫入試験 

盛土の硬軟・締まり具合を把握

し、土質工学的性質の推定に用

いる。 

ボーリング孔を利用

し、1m 毎に実施する。 
 

機械ボーリング 

（孔径 116m/m） 

不攪乱試料採取のために必要と

する。 

ボーリング 1 箇所当

たり 1 試料を基本と

する。 

採取開始深度

とする 

不攪乱試料採取 

（トリプルサン

プリング） 

盛土材を対象に土質試験に供す

るための乱さない試料を採取す

る。 

ボーリング 1 箇所当

たり 1 試料を基本と

する。 

礫質土の場合

は省略する。 

室内土質試験 

盛土材の物理的性質、力学的性

質を把握するために実施する。

試験結果は、盛土安定解析等に

用いる。 

不攪乱試料を用いて

実施する。 
 

水位観測孔設置 
盛土内の地下水位観測を行うた

めに設置する。 

ボーリング 1 箇所当

たり 1基とする。 

深度は地山と

の境界までと

する。 

地下水位観測 

盛土内の地下水位変動を把握す

るために実施する。調査結果は

盛土安定解析等に用いる。 

観測期間は半年と

し、1ヶ月に 2回を基

本とし、測定する。 

 

ミニラム 

サウンディング 

ボーリング調査の補間調査と

し、必要に応じて追加実施する。 

盛土分布に顕著な変

化がある箇所に追加

する。 

貫入可能深度

までとする。 

表面波探査 

盛土分布状況の面的な推定に適

用性がある。ボーリング調査の

補間調査とし、必要に応じて追

加実施する。 

現地状況に応じた測

測線配置と線長とす

る。 

ボーリング配

置に沿って設

定する。 
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8-6 

(2) 地盤調査配置の例 

調査ボーリングの配置は、盛土滑動方向を主測線とし、のり肩、及び盛土上面中央部、

盛土上面上端部のそれぞれ 1箇所、計 3箇所を基本とする。 

なお、本業務にて対象の盛土は、盛土長が長くボーリング調査間の開きが大きくなる

ため、検討に必要な地質断面の推定が難しい場合、補間調査としてミニラムサウンディ

ング等の調査を追加実施する。 

図 8.2.1 に調査計画の例を示す。 

 

図 8.2.1 調査計画の例（谷部・比較的均一な基盤の詳細調査） 

 

対象とする盛土造成地においては、ボーリング調査は、滑動（すべり）が想定される

盛土ブロックの延長を勘案し、「ガイドライン」を参考に 100m 程度の間隔で実施するこ

とが望ましい。ボーリング調査の結果、すべり面の変化が大きい場合や複雑な形状が想

定される場合は、ボーリング地点を補間するために、ミニラムサウンディングを 50m 程

度の間隔で実施することが望ましい。 
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大規模盛土経過観察マニュアル 
制定日 2021/1/20 

改訂日  

施行日 2021/1/20 

版  数 第 1 版 

 

１ マニュアルの目的 

  大規模な盛土により作られた造成宅地の災害防止のため、平成２８年、２９年に実施したスクリーニ

ングにより大規模盛土造成地と判定された土地について、有効に経過観察が行えるよう、あらかじめ手

法を定め、減災対応に万全を期すことを目的とする。 

 

 

２ 経過観察の実施 

平成２９年度の第二次スクリーニング①（現地踏査・優先度評価）により８か所が大規模盛土造成地

であると判定された。８か所のうち７か所については、対象戸数が基準を満たさないことから、大規模

盛土造成地滑動崩落防止事業の補助要綱に該当しない盛土であった。 

また、優先度評価では８か所とも評価フローがＢ2 以下、被害規模がｄ以下であることから、第二次

スクリーニング②（地盤調査・安定計算）まで行う判定結果とはならなかった。 

しかし、抽出された大規模盛土８か所については、経過観察を行い、変状等の進行性を確認する。 

 

 

３ 経過観察の対象 

谷埋め型 

 、 、 、 、 、 、  

  腹付け型 

    

盛土の現況等については、別紙一覧表及びカルテのとおり。 

 

 

４ 調査頻度 

   年１回 ６月前後に実施 （梅雨や台風の前） 

 

 

５ 調査内容 

確認する箇所 

・宅地地盤 

・擁壁 

・のり面の変状 

・地下水 

・盛土下の不安定な土層の有無 

確認する方法 

・目視により現状を観察する。 

・前回調査時の現地踏査調査票に記載されている内容と比較し変状あるかを確認する。 

・前回調査時の現地踏査調査票に添付の写真と比較し変状あるかを確認する。 

 

 

６ 調査結果 

  ・現地調査を行い、調査表の網掛け部に記入する。 

  ・平成２９年と比較し、変状ない場合は「同左」と記入する。 

  ・前回調査から変状がない場合は、引き続き経過観察する。 

  ・変状がある場合は、２次スクリーニング②実施の要否を検討する。 
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1 30 1 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 4

2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 2 0 1 3 4

3 30 1 0 0 0 - 0 3 0 0 0 4 8

4 1 0 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3 4

5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0 0 2 3 4

6 - 0 - 0 - 0 - 0 0 1 2 0 0 3 5

7 35 2 0 0 0 - 0 1 0 0 1 4 8

8 28 1 0 0 0 - 0 1 0 0 1 3 8

9 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 2 0 0 3 4

10 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0 0 0 1 4

11 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0 0 0 1 4

12 26 1 3 1 0 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 4

13 26 1 2 1 0 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 4

14 - 0 - 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 - 0 - 0 1 1

15 40 2 2 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3 4

16 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0

17 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0 0 2 3 4

18 40 2 0 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3 4

19 30 1 0 2 1 - 0 1 0 0 0 5 8

20 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0 0 2 3 4

21 30 1 4 1 - 0 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3 3
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1 - 0 - 0 - 0 - 0 1 1 0 - 0 0 0 0 0 2 7

2 0 1 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 1 - 0 2 6

3 0 1 0 1 0 1 0 0 - 0 0 0 0 3 11

4 2 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0 0 - 0 0 0 0 3 8

5 0 0 1 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 1 1 3 9

6 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 1 1 2 9

7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 3 11

8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 12

9 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 8

10 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6 12

11 0 1 0 0 - 0 - 0 - 0 0 2 0 1 0 4 9

12 0 - 0 - 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 9

13 0 - 0 - 0 - 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4 9

14 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0

15 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 5

16 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0

17 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 9

18 0 - 0 - 0 - 0 1 1 0 - 0 - 0 - 0 1 0 3 6

19 0 1 0 0 0 1 0 2 - 0 0 1 2 7 11

20 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 10

21 1 - 0 - 0 1 1 1 0 2 0 0 - 0 - 0 6 8
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1 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 1 0 0 1 6

2 - 0 2 - 0 2 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 1 5 5

3 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 3 1 0 4 7

4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 5

5 - 0 - 0 - 0 1 - 0 0 - 0 - 0 0 2 1 1 5 6

6 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 2 0 0 2 7

7 0 0 - 0 1 0 1 - 0 - 0 0 2 0 0 4 9

8 0 0 - 0 2 1 0 - 0 - 0 0 2 0 1 6 9

9 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 8

10 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 1 1 3 9

11 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 1 1 1 3 7

12 1 - 0 - 0 1 1 0 - 0 - 0 0 2 1 1 7 8

13 0 - 0 - 0 1 0 - 0 - 0 - 0 0 2 1 0 4 7

14 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0

15 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 1 2 0 0 3 7

16 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0

17 - 0 - 0 - 0 2 - 0 0 - 0 - 0 0 0 1 1 4 6

18 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 1 0 1 6

19 0 0 - 0 0 0 1 - 0 - 0 0 1 0 1 3 9

20 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 5

21 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 1 0 0 1 6
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1 0 - 0 - 0 0 3 22 C

2 0 - 0 - 0 0 3 22 B 2

3 0 - 0 - 0 0 3 16 B 2

4 0 - 0 - 0 0 3 24 C

5 - 0 1 0 1 3 16 B 2

6 0 - 0 - 0 0 3 16 C

7 - 0 0 0 0 3 16 C

8 0 1 - 0 1 3 22 B 2

9 0 1 0 1 3 22 C

10 0 - 0 - 0 0 3 29 B 3

11 0 - 0 - 0 0 3 19 B 3

12 - 0 2 0 2 3 22 B 2

13 - 0 1 0 1 3 22 B 2

14 - 0 1 0 1 3 19 C

15 - 0 0 0 0 3 19 C

16 - 0 - 0 - 0 0 3 - 19 C

17 0 - 0 - 0 0 3 31 B 2

18 0 - 0 - 0 0 3 22 C

19 0 - 0 - 0 0 3 22 B 3

20 - 0 - 0 - 0 0 3 18 C

21 - 0 - 0 - 0 0 3 22 C
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1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e

3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 e

4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 e

5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 d

6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 d

7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 d

8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 d

9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 d

10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 d

11 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 d

12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 d

13 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 e

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e

17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e

18 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 e

19 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 e

20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e

21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 e
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16.    





大規模盛土造成地経過観察実施要項 

 

 （趣 旨） 

第１条 この要項は、「被災宅地危険度判定広域支援マニュアル（国土交通省）」の規定により、

大地震や豪雨が発災した際、大規模盛土造成地の被害状況を把握する必要があるため、観察

に必要な事項を定めるものとする。 

 （定 義） 

第２条 大規模盛土造成地とは、第一次スクリーニングで把握した造成地 35箇所をいう。 

 （経過観察の実施） 

第３条 経過観察は、災害対策本部が設置される規模の豪雨災害や震度５弱以上の震災等が発災

した際に実施する。 

 ２ 及び は、第二次スクリーニングで安全が確認されているが、変状調査による 

計測値及び水位計における地下水位の定期的な観察が必要なため、同条第１項による観察の

ほか、年に一度経過観察を実施する。 

 ３ から 及び は、施設の敷地内であるため発災等緊急時の観察が困難であり、

第二次スクリーニング計画の検討結果において優先度ランクが低いことや、道路等公共施設

に隣接していないことから、観察対象から除外する。 

（実施人数） 

第４条 原則、２人１組で実施するものとする。 

２ 主担当は審査係とし、副担当を調査係が担うものとする。 

（携帯品、装備、服装等） 

第５条 実施にあたっては、大規模盛土造成地経過観察ファイル、コンベックス、デジタルスラ

ント、クラックスケール及びデジタルカメラを必携とする。服装は、作業着、ヘルメット及

び安全靴を着用するものとする。 

（実施内容） 

第６条 原則、観察箇所は公共施設及び公共施設に隣接する擁壁、法面、その他経過観察が可能

な箇所とし、変状等定期観察票のとおり定点観測とする。 

２ 観測は、以下の手順で行う。 

(1) 現地到着後、新たな出水、道路クラック等、異常がないか確認する。特に造成地の上部と

下部の確認を行う。 

(2) 変状等定期観察票に記載されている詳細観察位置において、擁壁勾配、クラック幅等を観

測する。 

(3) 詳細観察位置の写真を同アングルにて撮る。 
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(4) 詳細観察位置において、出水状況、法面保護状況、ガリ浸食痕など従前状況と変わりが 

ないか確認する。 

(5) 帰庁後、変状等定期観察票に観察記録を入力し、結果を供覧する。 

(6) 撮影した写真データは、ナンバーと撮影年度をデータ名にして保存する。 

（実施結果による対応） 

第７条 経過観察実施により変動がみられた場合は、次のとおり対応する。 

  (1) 変状等定期観察票の記録欄のセルを着色し、下記空欄にコメントを入れる。 

  (2) 観察日より一か月以内に再度経過観察を実施する。（緊急性のある変動を除く） 

  (3) (2)において、さらに変動がみられた場合、また緊急性のある変動が生じた場合は、所属

長に相談するとともに、都市政策課、防災対策課へ情報提供を行い、市としての対応を 

検討する。 

 （変動判断基準） 

第８条 「変動」とは、次のとおりとする。 

  (1) 新たな箇所における出水 

  (2) クラックの拡大（20mm 以上）、新たなクラックの発生 

  (3) 擁壁勾配の拡大（10°以上） 

  (4) その他新たな変動 

 ２ 「緊急性のある変動」とは、次のとおりとする。 

  (1) 擁壁上部のテンションクラックの発生 

    (2) 法面及び擁壁の崩壊 

    (3) 同条第２項第２号及び第３号以上の変動 

  (4) 第二次スクリーニングの の水位が、計算上安全率が 1.0 未満となるＧＬ－2.6ｍ以上 

 （要項の見直し） 

第９条 この実施要項は、５年ごとに見直すものとする。 

    

附 則 

 この要項は、令和３年３月１５日から施行する。 
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№ 1
Ａ１

擁壁横亀裂あり 横亀裂あり。 横亀裂あり､変化なし。変化なし。 横亀裂あり､変化なし。変化なし。 横亀裂あり､変化なし。変化なし。

擁壁横亀裂幅 0.40mm 0.40mm 変化なし。 0.50mm +0.1mm 0.50mm +0.1mm
擁壁横亀裂幅 0.40mm 0.40mm 変化なし。 0.50mm +0.1mm 0.50mm +0.1mm
擁壁横亀裂幅 0.40mm 0.40mm 変化なし。 0.80mm +0.4mm 0.50mm +0.1mm
擁壁縦亀裂幅 0.30mm 0.30mm 変化なし。 0.30mm 変化なし。 0.30mm 変化なし。

擁壁縦亀裂幅 0.40mm 0.40mm 変化なし。 0.40mm 変化なし。 0.40mm 変化なし。

中部 ６５．３° ６５．６° ＋０．３° 65.0° -0.3° 65.7° +0.4° R3.2.13震度4地震における
下部 ６５．３° ６５．２° －０．１° 65.0° -0.3° 66.0° +0.7° 65.8° 緊急調査の結果、異常なし

大きな変化なし 大きな変化なし 大きな変化なし

出水状況確認されず 大きな変化なし 出水状況確認されず 大きな変化なし 出水状況確認されず 大きな変化なし

大きな変化なし 大きな変化なし 大きな変化なし

Ａ２

擁壁横亀裂あり 横亀裂変化なし 横亀裂変化なし 横亀裂変化なし
擁壁横亀裂あり 横亀裂変化なし 横亀裂変化なし 横亀裂変化なし
擁壁横亀裂あり 横亀裂変化なし 横亀裂変化なし 横亀裂変化なし
擁壁横亀裂幅 0.25mm 0.25mm 0.20mm +0.05mm 0.20mm +0.05mm
擁壁横亀裂幅 0.75mm 0.75mm 0.80mm +0.05mm 0.80mm +0.05mm
擁壁横亀裂幅 0.30mm 0.30mm 0.30mm
擁壁横亀裂幅 1.00mm 0.50mm -0.5mm 0.50mm -0.5mm
擁壁横亀裂幅 1.00mm 0.35mm -0.65mm 0.35mm -0.65mm

擁壁横亀裂幅 4.00mm 0.35mm -3.65mm 0.35mm -3.65mm

擁壁横亀裂幅 0.35mm 0.35mm 0.35mm
中部 ６５．１° 66.0° +0.9° 65.9° +0.8°
下部 ６４．０° 64.7° +0.7° 64.9° +0.9°

大きな変化なし 大きな変化なし 大きな変化なし

出水状況確認されず 大きな変化なし 出水状況確認されず 大きな変化なし 出水状況確認されず 大きな変化なし

大きな変化なし 大きな変化なし 大きな変化なし

Ｂ１

擁壁横亀裂幅 0.30mm 0.30mm 0.35mm +0.05mm 0.35mm +0.05mm
擁壁横亀裂幅 0.45mm 0.45mm 0.4mm -0.05mm 0.4mm -0.05mm
擁壁横亀裂あり 状況変化なし 0.3mm 0.3mm
擁壁横亀裂幅 0.35mm 0.35mm 0.35mm 0.35mm
擁壁横亀裂幅 0.45mm 0.45mm 0.55mm +0.1mm 0.55mm +0.1mm
亀裂長 212mm 212mm 212mm 212mm
擁壁横亀裂幅 0.45mm 0.45mm 0.45mm 0.45mm
亀裂長 146mm 146mm 145mm -1mm 145mm -1mm
擁壁横亀裂幅 0.35mm 0.35mm 0.35mm 0.35mm
亀裂長 262mm 262mm 262mm 262mm
上部 ６５．８° ６５．１° ー０．７° 66.1° +0.3° 65.6° -0.2°
中部 ６５．５° ６５．６° ＋０．１° 66.0° +0.5° 66.3° +0.8° R3.2.13震度4地震における
下部 ６５．２° ６５．２° 　０．０° 65.7° +0.5° 66.0° +0.8° 64.5° 緊急調査の結果、異常なし

大きな変化なし 大きな変化なし 大きな変化なし

出水状況確認されず 大きな変化なし 出水状況確認されず 大きな変化なし 出水状況確認されず 大きな変化なし

大きな変化なし 大きな変化なし 大きな変化なし

C１

目地内亀裂幅 1.40mm 1.40mm 1.40mm 1.40mm
目地内亀裂幅 0.70mm 水沁みだし 0.70㎜　水沁みだし無し 0.70㎜　水沁みだし無し 0.70㎜　水沁みだし無し

擁壁勾配 中部 ７６．７° ７７．１° ＋０．４° ７７．１° ＋０．４° 77.3° +0.6°
大きな変化なし 大きな変化なし 大きな変化なし

沁みだし無し（乾燥）乾いている 沁みだし無し（乾燥）大きな変化なし 沁みだし無し（乾燥）大きな変化なし

大きな変化なし 大きな変化なし 大きな変化なし
D１

目地内亀裂幅 30mm 30mm 30mm
初期値

擁壁勾配 目地左側 ６４．８° 65.2° +0.4° 65.2° +0.4°
擁壁勾配 目地右側 ６３．２° 63.6° +0.4° 63.6° +0.4°

目地以外の変状は見られず 目地以外の変状は見られず大きな変化なし 目地以外の変状は見られず大きな変化なし
湿潤状態ではない 湿潤状態ではない 大きな変化なし 湿潤状態ではない 大きな変化なし

特に目立たず 特に目立たず 大きな変化なし 特に目立たず 大きな変化なし

擁壁面の凹凸・亀裂

水抜き穴等地下水の状況
変色その他の異常事項

＊
＊

変化なし。

４３ 4.00mm 変化なし。

４４ 0.35mm

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

令和元年度

２０ 変化なし。
記録④ R2.9.30

令和２年度

擁壁面の凹凸・亀裂

水抜き穴等地下水の状況
変色その他の異常事項

変化なし。

４７ 変化なし。

４２ 変化なし。

４２ 変化なし。

４０ 変化なし。

４７ 変化なし。

４５ 変化なし。

４５

２８ 変化なし。
２５ 変化なし。

３０ 変化なし。

当初からの変状 記録⑤ R3.2.14
１０ 変化なし。

擁壁勾配

擁壁面の凹凸・亀裂

水抜き穴等地下水の状況
変色その他の異常事項

変状等観察の変化状況（傾向）
観察ポイント 観察内容 記録① H30.7.30 記録② H31.1.17 ①・②変化 記録③ R元.9.12 当初からの変状 記録④ R2.9.30

盛土番号 観察エリア 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

記録⑤ R3.2.14観察内容 記録① H30.7.30 記録② H31.1.17 ①・②変化 記録③ R元.9.12 当初からの変状
盛土番号 観察エリア 平成３０年度
観察ポイント 当初からの変状

令和元年度 令和２年度

変化なし。

４２ 1.00mm

擁壁勾配

３７ 0.30mm 変化なし。

３９ 変化なし。

３１ 変化なし。
３０ 変化なし。
１４ 変化なし。
１２ 変化なし。 変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

盛土番号 観察エリア 平成３０年度
記録④ R2.9.30 当初からの変状

１０ 変化なし。

観察内容 記録① H30.7.30 記録② H31.1.17 ①・②変化 記録③ R元.9.12 当初からの変状
変化なし。

変状等観察の変化状況（傾向）
観察ポイント

擁壁面の凹凸・亀裂

水抜き穴等地下水の状況
変色その他の異常事項

令和元年度 令和２年度

４１

２６
２８

記録⑤ R3.2.14

擁壁勾配

２４
２５

当初からの変状 記録⑤ R3.2.14
０１

変状等観察の変化状況（傾向）
観察ポイント 観察内容 記録① H30.7.30 記録② H31.1.17 ①・②変化 記録③ R元.9.12 当初からの変状 記録④ R2.9.30

令和元年度 令和２年度
宅地耐震化推進事業 大規模盛土造成地変動予測調査盛土造成地の変形・変状連続観察の記録 （変状進行性の確認調査）変状等観察記録集計表 ①H30.7.30～

盛土番号 観察エリア 平成３０年度

現状隙間確認できず、Ｈ30年
度の記録錯誤の可能性あり

水抜き穴等地下水の状況
変色その他の異常事項

擁壁面の凹凸・亀裂

盛土番号 観察エリア 平成３０年度
変状等観察の変化状況（傾向）

観察ポイント 観察内容 記録① H30.7.30 記録② H31.2.18 ①・②変化 記録③ R元.9.12 当初からの変状 記録④ R2.9.30 当初からの変状 記録⑤ R3.2.14

変状等観察の変化状況（傾向）

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。
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盛土地図・断面図

断面図

基礎データ地図
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のり面保護 □盛土のり面なし  □法枠工    □植生工    □のり面保護なし

盛土基礎情報・管理表

調査に関する基礎情報

□擁壁なし   □変状なし  □傾斜・折損  □クラック  □その他
のり面 □のり面なし  □変状なし  □表面すべり  □クラック  □その他

擁壁の構造 □擁壁なし     □宅造擁壁   □不適格擁壁
擁壁の名称 （                                       ）

その他 （                                       ）

盛土No 盛土種別 土質 □粘性土  □砂質土
地震履歴

優先度評価

①盛土および擁壁の形状と構造

④盛土下の不安定な土層の有無 【判定】 □なし・不明  □あり（                            ）
⑤造成年代

擁壁表面 □乾いている  □湿っている  □水がしみ出している
のり面 □乾いている  □湿っている  □水がしみ出している
その他

【判定】 □昭和３７年以降  □昭和３７年以前

①

【総合評価】

点検前降水量 3日前:    ㎜ 2日前:    ㎜ 1日前:    ㎜ 3日前:    ㎜ 2日前:    ㎜ 1日前:    ㎜

箇所
番号

内容
滑動崩落との
関連性

計測値
もしくは状況

前回との差異
滑動崩落との
関連性

計測値
もしくは状況

③

②

④

点検者氏名

□ 他(                 ) □ 他(                 )
次回点検 次回点検

点検結果
サイクルの
変更等

□ 無 サイクルの
変更等

□ 無
□ 有( □短期  □中期  □長期 ) □ 有( □短期  □中期  □長期 )

②宅地地盤・擁壁・のり面の変状の有無

③地下水の有無

【判定】 □地下水なし  □地下水の可能性あり  □地下水あり

公共施設 調査サイクル
最新踏査日     年  月  日 住所

その他 （                                       ）
【判定】 □変状なし   □変状あり

【判定】 □標準的な形状と構造に該当  □標準的な形状と構造に該当しない
宅地地盤 □変状なし   □沈下    □亀裂

擁壁

盛土のり面 □盛土のり面なし  □３０°以下  □３０°超え（               ）

⑥変動確率
点数方式 □４９点未満  □４９点以上

側部抵抗M □１．０以上  □１．０未満
【判定】 □変動確率小  □変動確率大

管理表
点検日時

前回との差異

⑦

⑥

⑤

考察

⑧
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現場観察結果写真帳①

写真位置図および踏査ルート
踏査日：    年  月  日

A : 盛土末端部 B : 盛土中部 C : 盛土上端部

盛土状況
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【コメント】 【コメント】 【コメント】

【コメント】 【コメント】 【コメント】

箇所②

【コメント】 【コメント】 【コメント】

箇所④

【コメント】 【コメント】 【コメント】

箇所③

現場観察結果写真帳②
踏査日：    年  月  日

箇所①
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18.    





№

Ａ１：

観察エリア位置平面図 Ａ１

変形･変状観察位置

【観察エリア設定状況】

盛土上流部の擁壁の継ぎ目

1

観察エリア

観察エリア位置図 【初期設定】　盛土造成地の変形・変状観察の記録 （変状進行性の確認調査）
盛土箇所所在地 宅地擁壁

擁壁に縦横に長い亀裂あり。

【確認事項】擁壁亀裂の変化。亀裂長さ及び亀裂幅。

盛土番号

宅地耐震化推進事業 大規模盛土造成地変動予測調査
盛土種別 腹付け

Ａ１

　＊いずれも変状等の進行性の確認のため実施。

詳細観察位置図

Ａ１

-170-
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№ 1

時刻 天候 気温

Ａ１

継ぎ目部の状況

ｍ 斜長 高さ 擁壁勾配 ° 上部 中部 下部

前々日

変状等観察票 観察者盛土造成地の変形・変状観察の記録 （変状進行性の確認調査）
観察-①

宅地擁壁

観察内容 観察記録

1週間前

出水状況

詳細観察位置図 観察ポイント

観察エリア所在地

観察内容 観察記録 観察ポイント

観察前迄の天候盛土番号 観察エリア Ａ１

宅地耐震化推進事業 大規模盛土造成地変動予測調査
年月日

水抜き穴等地下水の状況

変色その他の異常事項

擁壁高さ

擁壁面の凹凸・亀裂等

前日
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盛土造成地の変形・変状観察の記録 （変状進行性の確認調査） 変状等観察記録集計表 ①年月日～③年月日 № 1

Ａ１

擁壁勾配

擁壁面の凹凸・亀裂

盛土番号 観察エリア

観察ポイント 観察内容

宅地耐震化推進事業 大規模盛土造成地変動予測調査

変状等観察の変化状況（傾向）
記録② 年月日 変化の状況 ②-① 記録③年月日

令和元年度

記録① 年月日

令和2年度

変化の状況 ③-①

水抜き穴等地下水の状況

変色その他の異常事項
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対象盛土の変状観察調査位置及び観察着目点一覧表 
 

①主な変状箇所における進行性変状の有無を定点観察により評価する。擁壁のクラック幅
など数値が分かる定量観測が可能な箇所を主体的に選定する。 
②定点観察とは、例えば擁壁のクラックの定量観測値とその場所の写真撮影を行い、半年～
１年後に同様の観察を行い、クラック幅の進行具合から進行性変状の有無を評価するもの
である。また、大きな地震の後にも観察すると良い。 
③自治体直営で対応できるものとする。定点観察の方法は市販のスケールで計測し、写真を
所定の調査票に貼り付けてデータを蓄積する。 
 

変状観察調査位置及び着目点（1 箇所） 
盛土番号 

変状観察位置平面図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観察場所 A1：擁壁クラック 

備考 
擁壁に縦横に長い亀裂あり。 
【確認事項】擁壁亀裂の変化。亀裂長さ及び亀裂幅。 

 

Ａ１ 
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